
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
九
号 

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

  

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
二 

資
格
取
得
前
の
受
入
れ
機
関
で
の
就
労
等 

第
二 

資
格
取
得
前
の
受
入
れ
機
関
で
の
就
労
等 

一 
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 
介
護
福
祉
士
の
資
格
取
得
を
目
的
と
し
た
就
労
等 

二 

介
護
福
祉
士
の
資
格
取
得
を
目
的
と
し
た
就
労
等 

１
・
２ 
（
略
） 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
就
労
す
る
受
入
れ
施
設
の
要

件 

３ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
就
労
す
る
受
入
れ
施
設
の
要

件 

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
就
労
す
る
受
入
れ
施
設
は
、

別
表
第
一
に
掲
げ
る
介
護
施
設
（
定
員
が
三
十
名
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
介
護
施
設

（
当
該
介
護
施
設
の
本
体
施
設
の
定
員
が
三
十
名
以
上
の
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
介
護
施

設
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
介
護
施
設
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
介
護
施

設
と
同
一
の
敷
地
内
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
が
就
労
す
る
受
入
れ
施
設
は
、

別
表
第
一
に
掲
げ
る
介
護
施
設
（
定
員
が
三
十
名
以
上
（
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
の
指
定
を
受
け
た
病

床
数
が
三
十
床
以
上
）
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
介
護
施
設
（
当
該
介
護
施
設
の
本
体
施
設

の
定
員
が
三
十
名
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
介
護
施
設
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
介
護

施
設
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
介
護
施
設
と
同
一
の
敷
地
内
に
お
い
て

一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
⑴
か

ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

⑴ 

（
略
） 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

介
護
職
員
の
員
数
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
受

入
れ
指
針
第
一
の
四
の
３
に
規
定
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉

士
候
補
者
を
い
う
。
）
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
ベ

ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
受
入
れ
指
針
第
一
の
四
の
３
に
規
定
す
る
ベ
ト

ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
、
法
令
に

基
づ
く
職
員
等
の
配
置
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
職
員
等
の
配
置
の
基
準
を
定
め
る
法
令

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
等
と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

⑵ 

介
護
職
員
の
員
数
（
受
入
れ
施
設
に
お
い
て
就
労
を
開
始
し
た
日

か
ら
六
月
を
経
過
し
て
い
な
い
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護

師
等
受
入
れ
指
針
第
一
の
四
の
３
に
規
定
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
介

護
福
祉
士
候
補
者
を
い
う
。
）
及
び
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補

者
（
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
受
入
れ
指
針
第
一
の
四
の
３
に
規
定
す

る
ベ
ト
ナ
ム
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
を
い
う
。
）
（
日
本
語
能
力
試

験
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
及
び
公
益
財
団
法
人
日
本
国
際

教
育
支
援
協
会
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
一
日
に
財
団
法
人
日
本
国
際



  

教
育
協
会
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
実
施
す
る
日
本

語
能
力
試
験
を
い
う
。
）
に
お
い
て
Ｎ
１
又
は
Ｎ
２
（
平
成
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
審
査
に
あ
っ
て
は
、
一
級
又

は
二
級
）
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
が
、
法
令
に
基

づ
く
職
員
等
の
配
置
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
。 

イ 

受
入
れ
施
設
に
お
い
て
就
労
を
開
始
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過

し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者 

 
ロ 
受
入
れ
施
設
に
お
い
て
就
労
を
開
始
し
た
日
か
ら
六
月
を
経
過

し
て
い
な
い
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者
（
受
入
れ
施
設

（
適
切
な
研
修
体
制
及
び
安
全
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
を
行
う
者
が
、
当
該
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

介
護
福
祉
士
候
補
者
の
日
本
語
の
能
力
及
び
研
修
の
実
施
状
況
並

び
に
当
該
受
入
れ
施
設
の
管
理
者
、
研
修
責
任
者
そ
の
他
の
職
員

の
意
見
等
を
勘
案
し
、
当
該
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介
護
福
祉
士
候
補
者

を
職
員
等
の
配
置
の
基
準
を
定
め
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
職
員

等
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

 

ハ 

日
本
語
能
力
試
験
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
及
び
公
益

財
団
法
人
日
本
国
際
教
育
支
援
協
会
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
一
日

に
財
団
法
人
日
本
国
際
教
育
協
会
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。
）
が
実
施
す
る
日
本
語
能
力
試
験
を
い
う
。
）
の
Ｎ
１
又
は

Ｎ
２
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
審
査

に
あ
っ
て
は
、
一
級
又
は
二
級
）
に
合
格
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
介

護
福
祉
士
候
補
者 

 

⑶
～
⑹ 

（
略
） 

⑶
～
⑹ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

三 

（
略
） 
三 
（
略
） 

 
 

別
表
第
一 

別
表
第
一 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
指
定
居

四 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
指
定
居



  

宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
別
表
第
三
第
四
号
に
お
い
て
単
に

「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
同
号
に

お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す

る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老

人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院 

宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス

利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
別
表
第
三
第
四
号
に
お
い
て
単
に

「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を

除
く
。
）
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
に
規
定
す
る

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
同
号
に

お
い
て
単
に
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
行
う
施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す

る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老

人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 
 

別
表
第
三 

別
表
第
三 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規

定
す
る
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ

ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く

。
）
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
通
所
介

護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
地
域
密

四 

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規

定
す
る
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

、
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
外
部
サ

ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く

。
）
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
通
所
介

護
若
し
く
は
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す
る
地
域
密



  

着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
若
し
く
は
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す

る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
行
う

施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人

短
期
入
所
施
設
及
び
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院 

着
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
若
し
く
は
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
同
法
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
同
法
に
規
定
す

る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
同
法
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業
を
行
う

施
設
（
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人

短
期
入
所
施
設
及
び
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）
又
は
介
護
保
険
法
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は

介
護
医
療
院 

五
・
六 

（
略
） 

五
・
六 

（
略
） 

 
 

 


